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業 務 委 託 仕 様 書 

 

第１条 本仕様書は、電気計装機器保守点検（その 1）業務委託に適用する。 

第２条 本業務遂行に当たっては、本仕様書・契約書・その他関連諸法規に従い、水道課と

協議の上、内容主旨を十分把握の上実施する。 

第３条 業務内容 

 １ 業務場所 

  南相馬市原町区牛越字下川原地内外 

２ 保守点検の種類 

・水質計器（残留塩素計・濁度計・ＰＨ計・ＰＨ計用超音波発信機・アルカリ度計・導

電率計・色濁度計・濁度計・油膜計） 

・計測機器（流量計・水位計・送水圧力計） 

※一覧表については別紙のとおりである。 

 ３ 業務期間と保守点検の回数及び実施月 

・業務期間は、契約締結日から令和 9年 3 月 5日までとする。 

・水質計器の点検は、次の回数及び期間に実施することを原則とする。 

  原町水道施設：3回（1回目:6 月～8月、2回目:9 月～11 月、3 回目:12 月～2月） 

  小高簡易水道施設：1回（11月～1月） 

  工業用水道施設：1回（11 月～1月） 

・計測機器は水道課との打合わせにより時期を決定し、履行期間内に各機器 1 回実施 

する。 

 ４ 業務範囲 

別に定める点検項目について行い、そのために必要な測定機器は検定を受けたもの

を使用し、又薬品標準液などについては受託者が準備し行うものとする。ただし、実

施に際しては水道課立会いのもととする。 

 ５ 予防保全 

点検において障害が認められるものについては、速やかに水道課に報告し指示を受

けること。又、特に必要の生じた部品・修理作業に関しては別途見積りとする。 

 ６ 提出書類 

受託者は全ての点検終了時に、下記書類を速やかに提出しなければならない。 

（１） 報告書（①所見 ②実施製品リスト ③交換部品一覧  

④計器試験成績表） 

（２）写 真（点検前・中・点検後） 

 

 ７ 点検項目 

【水質計器点検項目】 

  （１）濁度計 

・ ゼロ及びスパンのチェック調整 

・ ランプ劣化時の交換 
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・ 脱泡槽・測定槽・絶縁等の性能試験 

・ 応答性・安定性・直線性の性能試験 

・ サンプル水量調整 

・ 各部清掃 

（２）ＰＨ計 

・ 標準液校正 

・ 電極の洗浄及び不良時交換 

・ 乾燥状態チェック 

・ 応答性・安定性・絶縁等の性能チェック 

・ 試薬量・サンプル水量調整 

・ 各部清掃 

（３）ＰＨ計用超音波発信器 

・ 発振子の洗浄 

・ 発振周波数・電圧チェック調整 

・ 各部清掃 

（４）残留塩素計 

・ ゼロ・手分析との校正 

・ 電極の洗浄及び不良時交換 

・ 可動部の注油 

・ 劣化部品交換 

・ 脱泡槽・測定槽・各種配管の洗浄 

・ 試薬量・サンプル水量調整 

・ 各部清掃 

（５）アルカリ度計 

・ 反応槽の洗浄 

・ ろ過器の洗浄・ろ過砂不良時交換 

・ 電極の洗浄及び不良時交換 

・ ノズル・チューブ・アスピレータ等の洗浄及び劣化時交換 

・ 可動部の点検 

・ ゼロスパンのチェック調整 

・ 応答性・安全性・絶縁抵抗等の性能チェック 

・ 試薬量・サンプル水量調整 

・ 各部清掃 

（６）導電率計 

・ 測定槽・配管類の点検清掃 

・ 電極の洗浄及び不良時交換 

・ 劣化部品交換 

・ 応答性・安全性・絶縁抵抗等の性能チェック 

・ サンプル水量調整 

・ 各部清掃 
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（７）色濁度計 

・ ゼロ及びスパンのチェック調整 

・ ランプ劣化時の交換 

・ 脱泡槽・測定槽・絶縁等の性能試験 

・ 応答性・安定性・直線性の性能試験 

・ サンプル水量調整 

・ 各部清掃 

（８）濁度計 

・ ゼロ及びスパンのチェック調整 

・ ランプ劣化時の交換 

・ 脱泡槽・測定槽・絶縁等の性能試験 

・ 応答性・安定性・直線性の性能試験 

・ サンプル水量調整 

・ 各部清掃 

（９）油膜計 

・ ゼロ点チェック及び調整 

・ 設置状態の確認 

・ 機能確認 

・ 各部清掃 

 

【計測機器点検項目】 

（１） 電磁流量計 

・ ゼロ点確認 

・ 絶縁チェック 

・ 各部清掃 

 

（２） 水位計 

・ 実測値への合わせ込み 

・ 各部清掃 

 

（３） 送水圧力計 

・ ゼロ点確認 

・ 受圧部・空変部・増幅部の点検・調整 

・ 各特性試験及び機能確認 

・ 各部清掃 
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８ 点検機器リスト及び、交換部品リスト 

 

【原町水道施設 水質計器リスト：３１台】 

【残留塩素計：９台】 

名称 設置場所 備考 

ろ過池残塩計 牛越浄水場  

ポンプ室残塩計 牛越浄水場  

第１配水池出口残塩計 牛越浄水場  

第２配水池入口残塩計 牛越浄水場  

第２配水池出口残塩計 牛越浄水場  

沈殿池出口残塩計 大谷浄水場  

ろ過池出口残塩計 大谷浄水場  

配水池残塩計 大谷浄水場  

処理水残塩計 矢川原浄水場  

 

【濁度計：９台】 

名称 設置場所 備考 

第２着水井濁度計 牛越浄水場  

ポンプ室濁度計 牛越浄水場  

第 3－1 水源濁度計 牛越浄水場  

第 3－2 水源濁度計 第 3－2水源  

第 5－1 水源濁度計 第 5－1水源  

着水井濁度計 大谷浄水場  

ろ過池濁度計 大谷浄水場  

処理水濁度計 矢川原浄水場  

第６－１水源濁度計 第６－１水源  

 

【ＰＨ計：５台】 

名称 設置場所 備考 

ろ過池ＰＨ計 牛越浄水場  

第１配水池出口ＰＨ計 牛越浄水場  

第２配水池出口ＰＨ計 牛越浄水場  

ろ過池ＰＨ計 大谷浄水場  

沈澱池 No.１ ＰＨ計 大谷浄水場 ※ 

沈澱池 No.２ ＰＨ計 大谷浄水場 ※ 

処理水ＰＨ計 矢川原浄水場  

 

※：令和 7年度更新工事を行ったため、清掃や消耗部品の確認を行う。 
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【ＰＨ計用超音波発振器：５台】 

名称 設置場所 備考 

ろ過池ＰＨ計用超音波発振器 牛越浄水場  

第１配水池出口ＰＨ計用超音波発振器 牛越浄水場  

第２配水池出口ＰＨ計用超音波発振器 牛越浄水場  

ろ過池ＰＨ計用超音波発振器 大谷浄水場  

沈澱池 No.１ ＰＨ計用超音波発振器 大谷浄水場 ※ 

沈澱池 No.２ ＰＨ計用超音波発振器 大谷浄水場 ※ 

処理水ＰＨ計用超音波発振器 矢川原浄水場  

 

※：令和 7年度更新工事を行ったため、清掃や消耗部品の確認を行う。 

 

【その他水質計器：３台】 

名称 設置場所 備考 

第２着水井導電率計 牛越浄水場  

着水井アルカリ度計 大谷浄水場  

色濁度計 牛越浄水場  

 

【原町水道施設 計測機器リスト：３２台】 

【電磁流量計：１２台】 

名称 設置場所 備考 

第１水源取水流量計 牛越浄水場  

第２水源取水流量計 第２水源  

第３－１水源取水流量計 牛越浄水場  

第３－２水源取水流量計 牛越浄水場  

第４水源取水流量計 牛越浄水場  

大谷浄水場配水池流入流量計 大谷浄水場  

大谷浄水場配水池配水流量計 大谷浄水場  

第５－１水源２系取水流量計 第５－１水源 ※ 

第５－２水源取水流量計 第５－２水源  

第６－１水源取水流量計 第６－１水源  

第６－２水源取水流量計 第６－２水源  

第６－４水源取水流量計 第６－４水源  

中継ポンプ場送水流量計 中継ポンプ場  

 

※：令和 7年度更新工事を行ったため、清掃や消耗部品の確認を行う。 
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【水位計：１６台】 

名称 設置場所 備考 

第１ポンプ井水位計 牛越浄水場 投込式 

第１ポンプ井水位計（旧フロート式） 牛越浄水場 投込式 

第１－１配水池水位計 牛越浄水場 投込式 

第１－２配水池水位計 牛越浄水場 投込式 ※ 

洗浄廃水槽水位計 牛越浄水場 投込式 

第２－２配水池水位計 牛越浄水場 投込式 

大谷浄水場着水井水位計（流量計） 大谷浄水場 電波式 

大谷浄水場着水井水位計 大谷浄水場 投込式 

大谷浄水場配水池水位計 大谷浄水場 投込式 ※ 

第２水源水位計 第２水源 投込式 

第５－１水源水位計 第５－１水源 超音波式 

第５－２水源水位計 第５－２水源 投込式 

第６－１水源水位計 第６－１水源 投込式 

第６－１水源水位計（旧フロート式） 第６－１水源 投込式 ※ 

第６－２水源水位計 第６－２水源 投込式 ※ 

第６－４水源水位計 第６－４水源 投込式 

中継ポンプ場水位計 中継ポンプ場 投込式 

中継ポンプ場水位計 中継ポンプ場 フロート式 

水源水位計 矢川原浄水場 投込式 

水源水位計 矢川原浄水場 フロート式 

 

【送水圧力計：４台】 

名称 設置場所 備考 

送水圧力計 第６－１水源  

送水圧力計 第６－２水源  

送水圧力計 第６－４水源  

送水圧力計 中継ポンプ場  

 

※：令和 7年度更新工事を行ったため、清掃や消耗部品の確認を行う。 
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【原町水道施設 交換部品リスト】 

 

【小高簡易水道施設 水質計器リスト：２台】 

【ＰＨ計：１台】 

名称 設置場所 備考 

浄水ＰＨ計          小高第２浄水場  

 

【色濁度計：１台】 

名称 設置場所 備考 

浄水色濁度計        小高第２浄水場  
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【小高簡易水道施設 交換部品リスト】 

 

 

【工業用水道施設 水質計器リスト：４台】 

【濁度計：４台】 

名称 設置場所 備考 

ダム取水濁度計          横川ダム  

減勢池水位計 横川ダム ※ 

原水濁度計            牛来浄水場  

浄水濁度計            牛来浄水場  

湧水取水濁度計          錦町取水場  

 

※：令和 7年度更新工事を行ったため、清掃や消耗部品の確認を行う。 

 

【工業用水道施設 計測機器リスト：３台】 

【水位計：２台】 

名称 設置場所 備考 

№１配水池水位計         牛来浄水場 投込式 

№２配水池水位計         牛来浄水場 投込式 

 

【油膜計：１台】 

名称 設置場所 備考 

湧水取水油膜計          錦町取水場  
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【工業用水道施設 交換部品リスト】 

 

 

第４条 環境への配慮 

「南相馬市の環境マネジメント活動について理解､協力し、南相馬市環境配慮指針集に基づ

き、環境に配慮した活動を行うものとする。」 

 




